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１ 本書の位置づけ 

   王寺駅周辺地区（駅南エリア）まちづくり基本計画策定及びまちづくり基本計画と

りまとめ等業務委託（以下「本業務」という。）に係る公募型プロポーザル実施要領

（以下「本実施要領」という。）は、本業務に係る受託者の選定について、公募型プ

ロポーザル方式により選定するために必要な事項について定めるものである。 

 

２ 業務目的 

 本業務の目的は、平成 30 年 5 月に策定した「王寺駅周辺地区まちづくり基本構想」

（以下「基本構想」という。）を踏まえた王寺駅南エリア（「別紙 1」参照）の都市構造

の再編について、「奈良県と王寺町との王寺町王寺駅周辺地区のまちづくりに関する基

本協定［平成 30年 5月 22日締結］」（以下「基本協定」という。）に基づき、事業内容

や事業主体といった具体的な整備計画である「王寺駅周辺地区（駅南エリア）まちづく

り基本計画」（以下「駅南エリア基本計画」という。）を策定し、令和 4年 6月に策定済

みの「王寺駅周辺地区（駅北エリア）まちづくり基本計画」（以下「駅北エリア基本計

画」という。）と駅南エリア基本計画とを一体化した「王寺駅周辺地区まちづくり基本

計画」として取りまとめを行うものである。 

 

３ 業務内容 

1） 業務名称 

王寺駅周辺地区（駅南エリア）まちづくり基本計画策定及びまちづくり基本計画

とりまとめ等業務委託 

2） 業務内容 

 別添「王寺駅周辺地区（駅南エリア）まちづくり基本計画策定及びまちづくり基

本計画とりまとめ等業務委託特記仕様書」（以下「業務仕様書」という。）の通りと

する。 

 3）業務委託期間 

    業務着手日から令和 6年 3月 25日まで 

4） 業務規模 

提案上限額 22,000,000円（消費税及び地方消費税相当額含む。） 

 

４ 実施形式    

公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。） 

 

５ 参加資格要件 

   本業務への参加は、下記の資格を満たしていることを条件とする。その者は、下記 

のすべての参加資格を満たし、共同提案体を代表して本プロポーザルに係る連絡調整



等を町との間で行うものとする。 

(1)過去 10年以内（平成 24年 4月 1日以降）に、奈良県内または近隣府県内（隣 

  接府県及び近畿圏内）において同種または類似業務の元請実績（国または地方 

  公共団体が発注したもの）が１件以上ある者であること。 

・同種業務とは、「駅周辺まちづくり」「駅前広場」「建築物の高さ規制のあり方

検討」業務とする。 

・類似業務とは、同種業務に該当しない「まちづくり」「区画整理等の市街地形

成」「立地適正化計画」等の業務とする。 

   (2)建設コンサルタント「都市計画及び地方計画」部門の資格を有すること。 

   (3)地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない

者であること。 

   (4)会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更正手続開始の申立て中、又は 

更正手続中でないこと。 

    (5)民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立て中、又は 

再生手続中でないこと。 

   (6)令和 4・5年度の王寺町入札参加資格を有する者であること。 

   (7)王寺町建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要領による入札参加停止処

分を受けている者でないこと。 

   (8)本プロポ－ザルに応募しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと 

 

６ スケジュール 

   本プロポーザルに係るスケジュールは、次の通りを予定している。 

   (1)本プロポーザル実施の公表  令和 4年 10月 28日（金） 

   (2)質問受付期間        令和 4年 11月 1日（火）正午まで 

   (3)質問回答日         令和 4年 11月 4日（金） 

   (4)参加意思表明書提出期限   令和 4年 11月 9日（水）正午まで 

   (5)技術提案書提出期限     令和 4年 11月 17日（木）正午まで 

   (6)プレゼンテーション実施   令和 4年 11月下旬 

   (7)選定結果通知         令和 4年 11月下旬 

   (8)契約締結           令和 4年 11月下旬 

 

７ 質問の受付 

   本プロポーザルに関する質問は、次の通り提出すること。なお、質問がない場合、 

質問書の提出は必要ない。 

 (1)提出書類   質問書（様式 1） 

 (2)提出日時   「6 スケジュール」の通り  



 (3)提出方法   電子メール 

 (4)提出先    sumai@town.oji.nara.jp 

          王寺町 地域整備部 まちづくり推進課 （担当：櫻木・織） 

          ※件名に「質問書の送付（社名）」と記載すること 

 (5)回答方法   各事業者により提出された質問は、すべての回答をとりまとめ 

          た回答書を作成し、質問者の名称等を伏せた上で、本町の公式 

サイトに掲示する。 

 

８ 参加意思表明書等の提出 

   本プロポーザルの参加を希望する者は、本実施要領及び業務仕様書の内容を確認し 

  たうえで、参加意思表明書（様式 2）により参加の意思を届け出るものとする。ま

た、参加を希望するものは、暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書（別記様式）

も提出すること。 

 (1)提出書類    参加意思表明書（様式 2） 

          提案者の業務実績（様式 3） 

          業務実施体制（様式 4） 

          配置予定技術者の経歴等（様式 5） 

   (2)提出期限    令和 4年 11月 9日（水）正午まで 

   (3)提出方法    直接持参または郵送（簡易書留郵便に限る。） ※締切日必着 

   (4)提出先     〒636-8511 奈良県北葛城郡王寺町王寺 2-1-23 

            王寺町 地域整備部 まちづくり推進課 

   (5)提出部数    1部 

 

９ 技術提案書の提出 

   本実施要領及び業務仕様書に基づき、考え得る最適な方策を技術提案書により提案

するものとする。技術提案書は 1社につき 1件とし、以下の書類を提出すること。な

お、プレゼンテーションは、事業者名を伏せて実施するため、技術提案書には、事業

者名を記載しないこと。 

(1)提出書類    技術提案書（様式 6） 

           業務の実施方針・工程（様式 7） 

           特定テーマ（様式 8） 

           見積書及び内訳書（任意様式） 

(2)提出期限    令和 4年 11月 17日（木）正午まで（予定） 

(3)提出方法    直接持参または郵送（簡易書留郵便に限る。） ※締切日必着 

(4)提出先     「8 参加意思表明書等の提出」に同じ 

(5)提出部数    正本：1部、副本：9部、電子媒体：1部 
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１０ 提出書類の作成について 

1） 基本事項 

本プロポーザルは、調査・検討における具体的な取組方法について提案を求める

ものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。業務仕様書において記載さ

れた事項以外の内容を含む技術提案書、または本実施要領に示された条件に適合し

ない技術提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。 

  また、原則として本プロポーザルを理由とした職員等に対するヒアリング、写真

撮影が許されない場所での写真撮影及び立ち入ることが想定されない場所への立ち

入り等は禁止する。 

2） 作成方法 

・提出書類は A4 版とする。 

・配布された様式を基に作成するものとし、文字サイズは 10.5ポイント以上、ファ 

イル形式は Microsoft Word及び Excelまたは PDF形式に限る。 

・記載項目が 1枚に収まらないときは、収まるよう工夫することや複数枚になるこ 

とは差し支えない。 

3） 参加意思表明書等の内容に関する留意点 

(1) 提案者の業務実績（様式 3） 

・提案者が過去に従事した同種または類似業務の元請実績について記載するこ 

と。 

・記載する同種または類似業務は、過去 10年以内（平成 24年 4月 1日以降） 

に、奈良県内または近隣府県内（隣接府県及び近畿圏内）において完了した、 

国または地方公共団体が発注したものに限る。 

     ・同種業務とは、「駅周辺まちづくり」「駅前広場」「建築物の高さ規制のあり方

検討」業務をいう。 

     ・類似業務とは、同種業務に該当しない「まちづくり」「区画整理等の市街地形

成」「立地適正化計画」等の業務をいう。 

         ・実績については、これを証する契約書又は TECRIS等の写しを添付すること。 

     ・過去 5年間の同種・類似業務の業務実績における配点は 5点とし、 

      3件以上 5点、2件以下 3点とする。 

(2) 業務実施体制（様式 4） 

・配置予定の管理技術者、担当技術者及び照査技術者を記載する。 

・配置予定技術者については業務仕様書に記載する条件に適合する者であるこ 

と。 

(3) 配置予定技術者の経歴等（様式 5） 

・配置予定技術者について、技術士・RCCM等の保有資格を記載する。 

・保有資格については、これを証する資格者証等の写しを添付すること。 



・記載する同種または類似業務は、過去 10年以内（平成 24年 4月 1日以降） 

に、奈良県内または近隣府県内（隣接府県及び近畿圏内）において完了した、 

国または地方公共団体が発注したものに限る。 

     ・同種業務とは、「駅周辺まちづくり」「駅前広場」「建築物の高さ規制のあり方

検討」業務をいう。 

     ・類似業務とは、同種業務に該当しない「まちづくり」「区画整理等の市街地形

成」「立地適正化計画」等の業務をいう。 

     ・実績については、これを証する契約書又は TECRIS等の写しを添付すること。 

     ・管理技術者及び担当技術者の資格要件における配点は、各々5点とし、 

         技術士（部門：総合技術監理部門 分野：都市及び地方計画）5点 

技術士（部門：建設 分野：都市及び地方計画）5点 

         技術士（部門：建設 分野：建設環境）3点 

      技術士（部門：建設 分野：道路）3点 

      RCCM（部門：都市計画及び地方計画）1点 

      その他の資格は、資格数に関わらず 1点とする。 

     ・管理技術者及び担当技術者の過去 5年間にわたる同種・類似業務の業務実績

における配点は、各々5点とし、 

      3件以上 5点、2件以下 3点とする。 

     ・担当技術者の手持ち業務状況における配点は、5点とし、 

      5件以下 5点、6件以上 3点とする。 

     ・担当技術者を複数配置する場合は、平均点とする。 

 ４）技術提案書の内容に関する留意点 

   (1)業務の実施方針・工程（様式 7） 

     ・業務の実施方針・工程については簡素に記載すること。 

     ・工程計画の策定に当たっては、開始時期を契約締結後（令和 4年 11月下

旬）、完了時期を令和 6年 3月 25日とする。 

     ・A4版 2枚を限度とする 

     ・業務の実施方針・工程における配点は、30点とし、 

      業務の理解度 10点、実施手順 10点、その他 10点とする。 

   (2)特定テーマ（様式 8） 

     ・特定テーマは下記の通りとする。 

      「駅南広場整備のあり方検討・具体化について」とする。 

     ・特定テーマに対する取組方法を、具体的に記載すること。その記載にあたっ 

      ては、概念図・出展の明示できる図表・既往成果・現地写真等を用いること 

に支障はない。 

     ・各テーマ A4版 2枚を限度とする。 



         ・特定テーマにおける配点は、30点とし、 

      的確性 12 点、実現性 12点、独創性 6点とする。 

(3)見積書及び内訳書 

・本業務に係る参考見積を提出すること。 

・提案上限額を超えていないこと。 

・様式は任意とするが、A4版とする。 

・見積金額における配点は、10点とし、 

 点数は、10点×（最も安価な見積額÷当該提案者が提示する見積額 ※小数 

点以下切り捨て）とする。 

・代表者氏名を記載・押印のうえ、金額は消費税等込みの金額を記入すること。 

・「王寺町長 平井 康之」宛とすること。 

 

１１ 技術提案書の特定方法 

１）審査方法 

下記の通りプレゼンテーションを実施し、選定委員会が評価を行う。 

２）プレゼンテーションの実施方法 

(1)プレゼンテーションの実施日時・場所等については、別途提案者に通知する。 

(2)提案者は、自らの提案内容の説明を行う。持ち時間は、プレゼンテーション 30

分、質疑応答 10分の合計 40分間とし、規定の時間を経過した場合は直ちに終

了する。ただし、質疑応答については、持ち時間を延長する場合がある。 

(3)提案者の参加人数は 3名以内とする。 

(4)プレゼンテーションに必要な機材は、提案者が用意すること。（スクリーン、プ

ロジェクターのみ本町で用意する。） 

(5)プレゼンテーションの際に使用する資料は、提出された技術提案書のみとし、

追加資料の配布は認めない。ただし、誤字脱字等がある場合に限り、プレゼン

テーション時に説明することは差し支えない。 

(6)発注者は、プレゼンテーション内容を録画及び録音することができる。 

３）審査結果の通知 

審査結果については、令和 4年 11月下旬頃（予定）に、プレゼンテーション実

施者毎に個別に通知する。 

 

１２ 評価の実施 

(1)別紙 2「評価基準」に基づき評価を行う。また、別紙 3「特定テーマにおける評

価の着目点」に基づき的確性、実現性、独創性の評価を行う。 

(2)技術提案書を提出した者の中から１２(1)に基づく評価点が最も高い者を優先交

渉者として特定する。なお、最高得点者が 2者以上となった場合は、「技術提案



書の評価」の得点が高い者を優先する。それでも決しない場合は選定委員の委

員の多数決で決定し、可否同数の場合は委員長が決定する。同様に次点の優先

交渉権者も決定する。 

(3)選定委員会は非公表とし、審査結果に対する異議申し立ては一切受け付けな

い。 

 

１３ 契約の締結 

(1)優先交渉権者の提出された技術提案書及び見積書を踏まえ、契約締結に向けて 

協議を行い、本業務の特記仕様書を作成する。協議において、必要な範囲内で 

技術提案書の項目の追加・変更及び削除を行うことができる。協議がまとまら 

ない場合は、次点者と協議する。 

(2)上記において作成した特記仕様書に基づき、改めて見積書を提出すること。な 

お、この見積書の金額は、原則として技術提案書提出時の見積額を超えないも 

のとする。ただし、協議時において技術提案書の項目に追加等があった場合は 

この限りではない。 

(3)協議が整った場合、随意契約を締結する。ただし、本業務の契約交渉・契約締 

結までの間に、王寺町建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要領による

入札参加停止を受けた場合は、本業務の契約交渉・契約を行わない。 

 

１４ その他の留意事項 

(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(2)技術提案書の作成及び提出、並びにプレゼンテーションに要した費用は、すべ 

て参加する事業者の負担とする。 

(3)提出された技術提案書等の資料については返却しない。 

(4)提出された技術提案書は、組織内で複写・配布を行う場合がある。 

(5)技術提案書に虚偽の記載をした場合は、当該業務の提案書を無効とするととも

に、入札参加資格停止の措置を行うことがある。 

(6)技術提案書の提出後における、記載内容の追加・変更は原則認めない。ただ

し、記載した配置予定技術者が、病休・死亡・退職等のため、やむを得ず変更

を行う場合は、同等以上の技術者であるという資料を提出し、発注者の了解を

得なければならない。 

(7)管理技術者及び担当技術者等は、このプロポーザル方式の実施の通知の日以前 

に参加業者と 3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者とする。な

お、契約時には、雇用関係の証明できる書面を提出すること。 

(8)随意契約の相手方として決定した以降に辞退した場合は、王寺町建設工事等請 

負契約に係る入札参加停止措置要領による入札参加停止を行うことがある。 



(9)参加表明後、やむをえない事情で辞退する場合は、辞退届（様式 9）を提出する 

こと。 

(10)本プロポーザルを辞退した者について、これを理由として以後の入札等につい 

て不利益な取り扱いを受けるものではない。 

(11)提出書類の著作権は、プロポーザルの参加者に帰属する。ただし、本町が本案 

件のプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザル 

参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとする。また、 

本案件に係る情報公開請求があった場合は、王寺町情報公開条例に基づき提出 

書類を公開することがある。 


